◆◇◆◇お知らせ◇◆◇◆

　　
老人クラブ活動事業補助金交付申請書の様式が枚方市のホームページからダウンロードできます。押印については不要となっておりますが、パソコン等で作成されて自署されない場合は、会長名の横に押印していただくようお願いいたします。

[image: image1]

1． 黒のボールペンや万年筆等で記入してください。
鉛筆や消せるボールペン（フリクション）は不可
2． 会長名を自署する場合は押印不要です。
3．   印字している情報（クラブ名など）に誤りがある場合や、間違えた部分を修正する場合は、「修正液、修正テープ」等の使用は認められません。二重線で引いて訂正印を押印していただく又は、訂正した日付と会長の氏名を記入してください。
	（例）
	48,000
48,800
	４月２日　　←訂正した日付
枚方太郎　　←会長名をフルネームで記入


　　
以前より、交付申請時や実績報告時に各クラブにおいて帳簿や領収書等を５年間保管していただくようにお伝えしており、令和８年度老人クラブ活動事業補助金実績報告においても領収書等の確認を行うクラブがありますので、適切な書類作成に努めてください。
●本補助金における補助対象外経費及び事業
①単なる娯楽事業（例：親睦会や旅行、忘年会等）及びそれらに供する旅費、飲食費
②実施主体が老人クラブ、市町村・都道府県・指定都市老人クラブ連合会以外の事業に係る経費
③単位老人クラブまたは市町村老人クラブ連合会もしくは都道府県老人クラブ連合会が、市町村老人クラブ連合会または都道府県老人クラブ連合会もしくは全国老人クラブ連合会に対して納入する会費又は分担金
④その他、社会通念上、対象事業及び対象経費としてふさわしくないと考えられるもの。
（例　示）　　
・本人負担とすることが適当であるもの（例：史跡への拝観料、保険料（注１）等）
　 (注１)ただし、
　　　･老人クラブ等の団体単位で加入し、クラブの活動中の対人・対物事故を補償の対象とし、
　　　 会員本人への補償を行わない損害保険や
　　　･老人クラブ等の団体単位で加入し、ボランティア活動中の補償のみを対象とした損害保険
　　　 はこれに含まない。　　　　　　　　　　　　　　　
 ・個人の利益となるような物品等（注２）にかかる経費
　　(注２)ただし、スポーツ大会での結果を表彰するトロフィー、環境美化活動事業等への参加者への茶菓及び料理教室の食材費等はこれに含まない。
★老人クラブ活動事業補助金の基準額・算出方法について
　老人クラブ活動事業補助金は４月１日現在の会員数で算出されます。金額の算出方法については以下のとおりです。
【基準額】　定額分＋（360円（年額）×４月1日現在の会員数）
	会員数
	定額分
	12ヶ月活動した場合の金額
	会員数分
１人当たり（年）

	１０～１９ 人 
	790円
	×年間活動延べ月数
	9,480円
	３６０ 円

	２０～２９ 人 
	1,480円
	×年間活動延べ月数
	17,760円
	３６０ 円

	３０～３９ 人 
	2,170円
	×年間活動延べ月数
	26,040円
	３６０ 円

	４０～４９ 人 
	2,860円
	×年間活動延べ月数
	34,320円
	３６０ 円

	５０～６９ 人 
	4,230円
	×年間活動延べ月数
	50,760円
	３６０ 円

	７０～８９ 人 
	5,270円
	×年間活動延べ月数
	63,240円
	３６０ 円

	９０～１０９ 人 
	6,310円
	×年間活動延べ月数
	75,720円
	３６０ 円

	１１０～１２９ 人 
	7,350円
	×年間活動延べ月数
	88,200円
	３６０ 円

	１３０～１４９ 人 
	8,390円
	×年間活動延べ月数
	100,680円
	３６０ 円

	１５０～１６９ 人 
	9,430円
	×年間活動延べ月数
	113,160円
	３６０ 円

	１７０～１８９ 人 
	10,470円
	×年間活動延べ月数
	125,640円
	３６０ 円

	１９０～２０９ 人 
	11,510円
	×年間活動延べ月数
	138,120円
	３６０ 円

	２１０～２２９ 人 
	12,550円
	×年間活動延べ月数
	150,600円
	３６０ 円

	２３０～２４９ 人
	13,590円
	×年間活動延べ月数
	163,080円
	３６０ 円

	２５０～２６９ 人
	14,630円
	×年間活動延べ月数
	175,560円
	３６０ 円

	２７０～２８９ 人
	15,670円
	×年間活動延べ月数
	188,040円
	３６０ 円

	２９０～３０９ 人
	16,710円
	×年間活動延べ月数
	200,520円
	３６０ 円

	３１０～３２９ 人
	17,750円
	×年間活動延べ月数
	213,000円
	３６０ 円

	３３０～３４９ 人
	18,790円
	×年間活動延べ月数
	225,480円
	３６０ 円


※次ページに『会員数別早見表』があります
老人クラブ活動事業補助金　『会員数別早見表』
※４月１日現在の会員数で１年分の金額になります。
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72,720
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112,080
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151,440

181

190,800

221

230,160
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112,440
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151,800
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230,520
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26,040
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73,440

103

112,800

143

152,160
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191,520
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230,880

24

26,400

64

73,800

104

113,160

144

152,520

184

191,880

224

231,240

25

26,760

65

74,160

105

113,520

145

152,880

185

192,240

225

231,600

26

27,120

66

74,520

106

113,880

146

153,240

186

192,600
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231,960

27

27,480

67

74,880
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153,600
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27,840
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36,840
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88,440
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127,800
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167,160

190

206,520
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245,880

31

37,200

71

88,800

111

128,160

151

167,520

191

206,880

231

246,240

32

37,560

72

89,160

112

128,520

152

167,880

192

207,240

232

246,600

33

37,920

73

89,520

113

128,880

153

168,240

193

207,600

233

246,960

34

38,280

74

89,880

114

129,240

154

168,600

194

207,960

234

247,320

35

38,640

75

90,240

115

129,600

155

168,960

195

208,320

235

247,680

36

39,000

76

90,600

116

129,960

156

169,320

196

208,680

236

248,040

37

39,360

77

90,960

117

130,320

157

169,680

197

209,040

237

248,400

38

39,720

78

91,320

118

130,680

158

170,040

198

209,400

238

248,760

39

40,080

79

91,680

119

131,040

159

170,400

199

209,760

239

249,120

40

48,720

80

92,040

120

131,400

160

170,760

200

210,120

240

249,480

41

49,080

81

92,400

121

131,760

161

171,120

201

210,480

241

249,840

42

49,440

82

92,760

122

132,120

162

171,480

202

210,840

242

250,200

43

49,800

83

93,120

123

132,480

163

171,840

203

211,200

243

250,560

44

50,160

84

93,480

124

132,840

164

172,200

204

211,560

244

250,920

45

50,520

85

93,840

125

133,200

165

172,560

205

211,920

245

251,280

46

50,880

86

94,200

126

133,560

166

172,920

206

212,280

246

251,640

47

51,240

87

94,560

127

133,920

167

173,280

207

212,640

247

252,000

48

51,600

88

94,920

128

134,280

168

173,640

208

213,000

248

252,360

49

51,960

89

95,280

129

134,640

169

174,000

209

213,360

249

252,720


（様式第１号）
令和8年 ４月 １日

老 人 ク ラ ブ 活 動 事 業 補 助 金　交 付 申 請 書
枚  方  市  長
小学校区　　△△△       　　　　　　
　　
申請者　クラブ名　　○○○クラブ　　　　　　　　

　　
会 長 名　　枚方　太郎   　　　 　　   　
〒５７３－　＊＊＊＊　
住所　枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊　
　　
電話番号（０７２）８＊＊  ―　＊＊＊＊　
日中連絡先（０９０）＊＊＊＊－＊＊＊＊　　　　　　
令和8年度において、老人クラブ活動を実施したいので、枚方市老人クラブ等活動事業等補助金交付要綱第６条の規定により補助金の交付を申請します。
記
老人クラブ活動事業補助金申請金額          ６８，７６０ 円

★老人クラブ活動計画書について
老人クラブ活動事業補助金額は年間活動延べ月数に応じて計算しますので、毎月原則①～⑤のいずれかの活動を行う必要があります。活動計画が無い月があれば、補助金が１年間活動した額（５ページの額）よりも減額になる可能性がございますのでご注意ください。
＜活動区分一覧＞
	活動区分
	主な活動

	①教養関係活動
	・文化活動

	・教養講座、講演会、研修会、交通安全講習会、文化作品展、演芸大会等

	
	・社会見学
	・美術館・植物園・博物館・寺院等史跡巡り
・研修旅行等

	
	・各種教室
	・俳句、料理、手芸、絵画、囲碁、将棋、書道、華道、茶道、民謡、コーラス、カラオケ等

	②健康増進
・介護予防活動
	・介護予防・健康教室

	・介護予防教室・健康体操・ラジオ体操・健康づくり講座等

	
	・スポーツ活動

	・グラウンドゴルフ、ゲートボール、卓球、ハイキング、ウォーキング、ひらかた体操、ラジオ体操等

	
	・スポーツ行事への参加
	・地域団体との共催による各種スポーツ大会等

	③清掃奉仕活動
	・地域の清掃・美化
	・公園、町内街路、神社等の清掃等
・リサイクル活動等
・地域の植木の剪定、草取り、花壇の手入れ等

	④地域見守り活動
	・地域の見守り
	・交通安全・防犯パトロール・登下校の見守り等

	
	・地域行事への参加
	・盆踊り大会、祭り、学校行事への参加等

	
	・地域の交流等
	・町内会・子ども会との交流、ふれあいサロン等

	⑤友愛訪問活動
	・友愛訪問活動
	・福祉施設やひとり暮らし高齢者宅への訪問等

	
	・会員相互の交流等
	・敬老会等
・クラブ会報の作成等

	⑥その他の活動
	
	・役員会・総会等
・上記①～⑤に当てはまらない活動


枚方市では、①～⑥の活動のうち『②健康増進・介護予防活動』と『⑤友愛訪問活動』を、重点的に取り組む活動と位置づけています。
各クラブ活動においては、活動の充実を図っていただくようお願いいたします。
（様式第２号）
令和８年度  老 人 ク ラ ブ 活 動 計 画 書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クラブ名　○○○○○クラブ 　
【計　画　表】
	
	①教養関係活動
	②健康増進活動
	③清掃奉仕活動
	④地域見守り活動
	⑤友愛訪問活動
	⑥その他の活動

	主な活動内容
	研修会
	歩こう会
グラウンドゴルフ
	〇〇公園清掃
	小学校の登下校見守り
	地域の高齢者の訪問
	役員会
総会

	４月
	実施回数
　　　 ２ 回
	実施回数
　　　４  回

	実施回数
　　　１ 回

	実施回数
　　　２０ 回

	実施回数
　　　２ 回

	実施回数
　　　　1 回


	５月
	
２回
	４回
	回
	１７回
	回
	回

	６月
	回
	回
	回
	回
	回
	回

	７月
	回
	回
	回
	10回
	回
	1回

	８月
	回
	１回
	回
	回
	２回
	1回

	９月
	１回
	回
	1回
	12回
	回
	回

	10月
	回
	回
	回
	９回
	回
	1回

	11月
	回
	回
	回
	10回
	回
	1回

	12月
	回
	回
	回
	10回
	回
	回

	１月
	回
	回
	回
	10回
	回
	回

	２月
	回
	回
	回
	10回
	回
	回

	３月
	回
	回
	1回
	８回
	回
	1回


（注）：原則として月に１度は①から⑤のいずれかの活動を行うこと。また、主な活動内容は特に活発な活動などを簡単にお書きください。活動がない月は月割りで補助金が減額となる可能性があります。※人数の記載は不要です。


（様式第３号）
令和８年度  老人クラブ活動事業　予算書

　　
1.収入

	科目
	予算額
	備考

	①市補助金
	　６８，７６０
	円
	年度当初会員数
4月1日現在 　５０　人

	②会費
	６０，０００
	円
	１，２００円 × ５０人

	③参加者負担金
	４４，０００
	円
	「②.会費」以外に、各事業実施にあたり徴収した参加者負担金

	④その他収入
	１１０，００２
	円
	自治会補助金、利息

	⑤前年度繰越金
	１２，８８０
	円
	

	収入合計（A）
	２９５，６４２
	円
	①～⑤の合計


2.支出
	科目
	予算額
	備考

	⑥補助対象経費
	１２８，８６２　
	円
	「①市補助金」と同額か､上回る金額であること。下回る場合は、⑥の額が補助金額

	⑦補助対象外経費
	７６,４００　
	円
	⑥以外に支出する額
※お知らせ２ページ目の「●本補助金における補助対象外経費及び事業」を参照

	支出合計（B）
	２０５,２６２
	円
	⑥⑦の合計




会員名簿
クラブ名　　○○○会○○クラブ　　 　　　　
令和８年４月１日付の会員は以下のとおりです。　　　　　　※名簿については独自様式でも可
※原則、枚方市内在住の６０歳以上が対象となります。
※例外として、老後の円滑な活動を展開するために会員となった６０歳未満の者は会員として問題ございません。
※例外として、市外在住であっても老人クラブ活動が円滑に行える地域の在住者は会員として問題ございません。
※複数の老人クラブに所属している会員が、重複して補助金申請することはできません。
	
	補職
	氏名
	生まれ年
	住所

	１
	会長
	枚方　太郎
	昭和１９年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	２
	副会長
	〇〇　△△子
	昭和１８年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	３
	副会長
	□　〇〇
	昭和２２年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	４
	会計
	□□　〇〇〇
	昭和１６年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	５
	書記
	□〇　〇△〇
	昭和１９年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	６
	
	△□　〇〇
	昭和２６年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊―＊＊

	７
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１６年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	８
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１２年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	９
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和　６年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	10
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１１年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	11
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１４年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	12
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１４年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	13
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和２０年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	14
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和　９年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	15
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１７年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	16
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１５年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	17
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１０年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	18
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１１年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	19
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和１４年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	20
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和２１年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	21
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和２０年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊

	22
	
	〇〇　〇〇〇
	昭和２２年
	枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
令和８年 ６月 1日
老 人 ク ラ ブ 活 動 事 業 補 助 金　交 付 請 求 書
　　
枚  方  市  長
　　
小学校区　　△△△　　　　　　　　　　　
　　
請求者　クラブ名　　○○○会○○クラブ　　　　　　
　　
会 長 名　　枚方　太郎   　   　　　　　　
〒５７３－　＊＊＊＊　

住　所　　枚方市○○○町＊丁目＊－＊＊　
　　
電話番号（０７２）８＊＊  ―　＊＊＊＊　　
　　令和４年度の老人クラブ活動事業補助金として、次のとおり請求します。
老人クラブ活動事業補助金   ６８，７６０ 円


　　　支払方法は、原則として口座振込でお願いします。現金払いを希望される場合は、　　所定の理由書を作成し添付してください。下記のいずれかに必ずチェック☑してください。
　　　＜支払方法＞　
· 口座振込（昨年度と口座の変更なし）
→変更なしの場合、以下の記入は不要です。
· 口座振込（昨年度より口座の変更あり）
→二重線を引いて訂正し、訂正印を押してください。通帳のコピー（開いて１枚目）を必ず添付してください。
· 現金払い　→別紙、「現金払い理由書」に記入してください
	金融機関名
	
	預金種類
	

	支店名
	
	口座番号
	

	口座名義
（カナ）
	（注）口座名義にクラブ名が含まれていること。


　
老人クラブ活動事業補助金交付申請チェックシート（提出不要）
（様式第１号）老人クラブ活動事業補助金交付申請書について
	チェック
	確認事項

	□
	今回送付した書類を使っているか。

	□
	会長の住所・氏名・電話番号を正しく記入しているか。

	□
	会長名が自署でない場合、会長名の横に押印をしているか。


（様式第２号）令和８年度（2026年度） 老人クラブ活動計画書について
	チェック
	確認事項

	□
	クラブ名を記入しているか。

	□
	活動した主な内容や回数を記入しているか。

	□
	月ごとの活動計画に記入漏れはないか。


（様式第３号）令和８年度（2026年度） 老人クラブ活動事業予算書について
	チェック
	確認事項

	□
	クラブ名を記入しているか。

	□
	４月１日時点会員数を記入しているか。

	□
	会費について、金額と内訳を記入しているか。

	□
	「②会費」以外に、各活動の実施にあたり徴収した参加者負担金があれば「③参加者負担金」に記入しているか。

	□
	当補助金、会費、参加者負担金以外に収入があった場合は、「④その他収入」に記入しているか。（備考欄にも内訳を記入しているか。）　

	□
	枚方市老人クラブ連合会に負担金を支払った場合は「⑦補助対象外経費」に含めているか。

	□
	２ページ目の「●本補助金における補助対象外経費及び事業」の内容を確認のうえ、補助対象経費を記入しているか。

	□
	支出の根拠資料として、帳簿や領収書等を５年間保管することができる。

	□
	市の監査等で帳簿や領収書等を提示することができる。


会員名簿について
	チェック
	確認事項

	□
	枚方市内在住の６０歳以上が対象となっているか。

	□
	市外在住の会員は、老人クラブ活動が円滑に行える地域の在住者となっているか。

	□
	６０歳未満の会員は、老後の円滑な活動を展開することを目的としているか。


交付申請書がホームページからダウンロードできます





【検索方法】　


�　 HYPERLINK "http://cms.city.hirakata.osaka.jp/index.php" ��トップページ� > � HYPERLINK "http://cms.city.hirakata.osaka.jp/life/list1.php?ctg03_id=1&ctg02_id=1&ctg01_id=8" ��高齢者� > 関係団体・事業者向け > 老人クラブ向け情報 > 


老人クラブ向け情報（令和８年度老人クラブ活動事業補助金について）





交付申請書作成の注意点





令和８年度実績報告も領収書等の確認を行います





記入例





自署された場合は押印が不要となっていますが、パソコン等で作成された場合は会長名の横に押印していただくようにお願いします。





交付申請書の金額は、４月１日現在の会員数で算出した額を記入してください。この金額を間違えた場合、修正液などを用いた修正、二重線や訂正印による訂正では受理できません。


記入を間違えた場合は「新しい用紙」にお書き直しください。








記入例





毎月①～⑤のいずれかの活動がない月があれば、


補助金が月割りとなり、精算を行う場合がございます。








記入例








男女別の記入不要





様式第1号の申請金額を記入





市老連負担金等も含む





記入例








町名までの記載でも問題ございません。





補助金は４月１日現在の会員数で算出しますので、４月１日現在の会員名簿を提出してください。








自署された場合は押印が不要となっていますが、パソコン等で作成された場合は会長名の横に押印していただくようにお願いします。





交付請求書の金額は、修正液などを用いた修正、二重線や訂正印による訂正では受理できません。


間違えた場合は「新しい用紙」にお書き直しください。








印字している振込口座情報に誤りや変更があった場合は、二重線を引いて訂正し、訂正印または会長名（フルネーム）を記入してください。





レ








12

_1393057145.xls
補助金早見表

		会員数		合　計		会員数		合　計		会員数		合　計		会員数		合　計		会員数		合　計		会員数		合　計		一人当たり

		10		13,080		50		68,760		90		108,120		130		147,480		170		186,840		210		226,200		1,077

		11		13,440		51		69,120		91		108,480		131		147,840		171		187,200		211		226,560		1,074

		12		13,800		52		69,480		92		108,840		132		148,200		172		187,560		212		226,920		1,070

		13		14,160		53		69,840		93		109,200		133		148,560		173		187,920		213		227,280		1,067

		14		14,520		54		70,200		94		109,560		134		148,920		174		188,280		214		227,640		1,064

		15		14,880		55		70,560		95		109,920		135		149,280		175		188,640		215		228,000		1,060

		16		15,240		56		70,920		96		110,280		136		149,640		176		189,000		216		228,360		1,057

		17		15,600		57		71,280		97		110,640		137		150,000		177		189,360		217		228,720		1,054

		18		15,960		58		71,640		98		111,000		138		150,360		178		189,720		218		229,080		1,051

		19		16,320		59		72,000		99		111,360		139		150,720		179		190,080		219		229,440		1,048

		20		24,960		60		72,360		100		111,720		140		151,080		180		190,440		220		229,800		1,045

		21		25,320		61		72,720		101		112,080		141		151,440		181		190,800		221		230,160		1,041

		22		25,680		62		73,080		102		112,440		142		151,800		182		191,160		222		230,520		1,038

		23		26,040		63		73,440		103		112,800		143		152,160		183		191,520		223		230,880		1,035

		24		26,400		64		73,800		104		113,160		144		152,520		184		191,880		224		231,240		1,032

		25		26,760		65		74,160		105		113,520		145		152,880		185		192,240		225		231,600		1,029

		26		27,120		66		74,520		106		113,880		146		153,240		186		192,600		226		231,960		1,026

		27		27,480		67		74,880		107		114,240		147		153,600		187		192,960		227		232,320		1,023

		28		27,840		68		75,240		108		114,600		148		153,960		188		193,320		228		232,680		1,021

		29		28,200		69		75,600		109		114,960		149		154,320		189		193,680		229		233,040		1,018

		30		36,840		70		88,440		110		127,800		150		167,160		190		206,520		230		245,880		1,069

		31		37,200		71		88,800		111		128,160		151		167,520		191		206,880		231		246,240		1,066

		32		37,560		72		89,160		112		128,520		152		167,880		192		207,240		232		246,600		1,063

		33		37,920		73		89,520		113		128,880		153		168,240		193		207,600		233		246,960		1,060

		34		38,280		74		89,880		114		129,240		154		168,600		194		207,960		234		247,320		1,057

		35		38,640		75		90,240		115		129,600		155		168,960		195		208,320		235		247,680		1,054

		36		39,000		76		90,600		116		129,960		156		169,320		196		208,680		236		248,040		1,051

		37		39,360		77		90,960		117		130,320		157		169,680		197		209,040		237		248,400		1,048

		38		39,720		78		91,320		118		130,680		158		170,040		198		209,400		238		248,760		1,045

		39		40,080		79		91,680		119		131,040		159		170,400		199		209,760		239		249,120		1,042

		40		48,720		80		92,040		120		131,400		160		170,760		200		210,120		240		249,480		1,040

		41		49,080		81		92,400		121		131,760		161		171,120		201		210,480		241		249,840		1,037

		42		49,440		82		92,760		122		132,120		162		171,480		202		210,840		242		250,200		1,034

		43		49,800		83		93,120		123		132,480		163		171,840		203		211,200		243		250,560		1,031

		44		50,160		84		93,480		124		132,840		164		172,200		204		211,560		244		250,920		1,028

		45		50,520		85		93,840		125		133,200		165		172,560		205		211,920		245		251,280		1,026

		46		50,880		86		94,200		126		133,560		166		172,920		206		212,280		246		251,640		1,023

		47		51,240		87		94,560		127		133,920		167		173,280		207		212,640		247		252,000		1,020

		48		51,600		88		94,920		128		134,280		168		173,640		208		213,000		248		252,360		1,018

		49		51,960		89		95,280		129		134,640		169		174,000		209		213,360		249		252,720		1,015

				老人クラブ活動補助金の基準額

				会員数		定額分（年）

				１０～１９ 人		９，４８０ 円										これ以上の会員数については、会員数２０人増えるごとに、

				２０～２９ 人		１７，７６０ 円										定額分１２，４８０円/年　増額

				３０～３９ 人		２６，０４０ 円

				４０～４９ 人		３４，３２０ 円										※    ただし、実際には月割り計算により算出します。

				５０～６９ 人		５０，７６０ 円										この表は１２ヶ月活動した場合の金額です。

				７０～８９ 人		６３，２４０ 円

				９０～１０９ 人		７５，７２０ 円

				１１０～１２９ 人		８８，２００ 円										例えば・・・

				１３０～１４９ 人		１００，６８０ 円										４/１現在、会員数５０人の老人クラブの場合、

				１５０～１６９ 人		１１３，１６０ 円										(定額分　５０，７６０円）＋(会員数分　３６０円×５０人)＝６８，７６０円

				１７０～１８９ 人		１２５，６４０ 円

				１９０～２０９ 人		１３８，１２０ 円										　６８，７６０円　　が老人クラブ活動補助金の申請金額になります。

				２１０～２２９ 人		１５０，６００ 円



&C&16老人クラブ活動事業補助金早見表




